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１－３ 車両を利用した工作物の取扱いについて

標記について、神奈川県建築行政連絡協議会においてその取扱いを県内統一基準として

制定したので、今後、この基準により取り扱われるよう通知します。 

<改正経過> 

制定  28 川ま建管第 3587 号 平成 29年 3月 22日 まちづくり局長 

第１章 総則 

（法第２条） 
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第１章 総則 

（法第２条） 
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第１章 総則 

（法第２条） 


